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社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護職員による特定行為（以下、喀痰吸引等）

を実施する場合には、利用者の安全のため、次の点に注意し、適切に実施してください。 

 

 

１．介護職員に認められる特定行為とは 

 

 

 

 

２．喀痰吸引等を実施できる介護職員 

 

 

※特別養護老人ホーム等における経過措置による認定者は、胃ろうによる経管栄養の

接続・注入はできませんのでご注意ください。 

 

 

これから認定証申請を予定している方への留意事項 

研修が修了しても、認定証の発行があるまでは行為はできません。 

 ※申請は余裕をもって行ってください。 

介護職員が喀痰吸引・経管栄養を実施するには資格が必要です。 

事業者登録・従事者登録ができているかご確認ください。 

◎喀痰吸引（口腔内の吸引、鼻腔内の吸引、気管カニューレ内部の吸引） 

◎経管栄養（経鼻経管栄養、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養） 

◎登録研修機関等において一定の研修を受け、都道府県による認定を受けた職員 

◎公益財団法人社会福祉振興・試験センターで喀痰吸引等の登録を行った

介護福祉士 



３．登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者） 

 

 
 

～よくある指摘事項～ 

 ・業務方法書に定めている委員会について実施できていない 

 ・業務方法書に定めている研修について実施できていない 

 ・必要な変更届出がされていない（従事者名簿や事業所住所など） 

 

喀痰吸引等の実施に当たっては、適正な業務運営がなされるよう、定期的

（年１回以上）に自主点検を行ってください。 

詳しくは大阪府のホームページを御覧ください。 

 

【注意喚起・自主点検（事業者ページ）】 

https://www.pref.osaka.lg.jp/o090100/koreishisetsu/tankyuin_futokutei/05jigy

oushatennkenn.html 

 

これから事業者登録を予定している事業者への留意事項 

事業者登録申請日当日の喀痰吸引は原則実施できません。 

※必要な体制書類等を準備し、余裕をもって申請してください。 

 

用語説明 

◎登録喀痰吸引等事業者 

介護福祉士が喀痰吸引等を行う事業者で、介護福祉士に対する実地研修が実施できる事業者 

◎登録特定行為従事者 

認定特定行為業務従事者（都道府県による認定を受けた介護職員）が喀痰吸引等を行う事業者 

 

 

◎喀痰吸引等行為を実施する場合は、事業者登録が必要です 

◎社会福祉士及び介護福祉士法に定められた要件に従って実施する必要があります 

【お問い合わせ窓口（高齢者福祉サービスに関するもの）】 

 

大阪府福祉部高齢介護室施設指導グループ 喀痰吸引等担当 

 

TEL:０６－６９４４－７２０３ 

 


